
4月1日から桑名出張所(桑名市)と南濃出張所(海津市南濃町)が統合され、

「桑名流域治水出張所」となります。

現在、南濃出張所で行っている河川法手続き等の業務は、4月1日以降、

桑名流域治水出張所(現桑名出張所)において行います。

お問合せ先

木曽川下流河川事務所 桑名出張所(木曽川下流河川事務所建屋内)

（令和5年4月1日より桑名流域治水出張所）

電話番号 0594-23-6013

木曽川下流河川事務所 南濃出張所
（令和5年3月31日まで）

電話番号 0584-56-1136

国土交通省木曽川下流河川事務所 桑名流域治水出張所
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国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所の

桑名出張所・南濃出張所
統合のお知らせ

《 移転先 》 〒511-0002 三重県桑名市大字福島465
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